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笠岡市総務部財政課 

笠岡市財政運営適正化計画 

平成２０年１０月策定

 地方自治体の財政構造の大きな転換期となった「三位一体の改革」以降，地方

財政を取り巻く環境は，極めて厳しい状況が続いています。 

 平成１６年度から平成１８年度の３年にわたる改革の中で，国から地方への補助

金・負担金は４.７兆円の減額，地方交付税においては，５.１兆円が削減された一

方，国から地方へ移された税源移譲額は３兆円という結果に至りました。 

 笠岡市においても，この｢三位一体改革｣の影響で地方交付税(臨時財政対策債

を含む)が約２０億円削減されています。「財政健全化計画」は，こうした財政危機，

地方分権の大きな流れをいち早く予測し，平成１５年７月に市の最重要課題として

策定したものです。計画策定後，毎年度見直しをする中で，財政の健全化に向け

て全職員が一丸となり，不退転の決意を持って，財源不足解消のため努力してき

ました。 

 その結果，平成１９年度決算（速報値ベース）において，健全化計画の目標値を

概ね達成することができています。特に公債費関係の財政指標は，財政健全化計

画による緊急措置的な対処により，健全化水準まで回復したことから，今年度から

は，財政運営をより安定化し，そして確実なものとするため，「財政運営適正化計

画」とし，財政構造に弾力性を持たせ，安定した財政運営が可能な仕組みを創っ

ていこうと考えています。このことは，後年度の市民に大きな財政負担を残さない

財政運営を実現することを意味しています。 

 しかしながら，昨今の経済情勢は非常に混沌としており，サブプライムローン問題

に端を発した世界的な金融不安，原油高，さらには道路特定財源の一般財源化

など，その方向性すらも全く見えてこない混迷した状況となっています。 

 今回の計画の変更は，財政健全化計画の目標数値の達成度，この１年間の経

済情勢の変化や具体的方策の状況等を踏まえてのものですが，第２次分権改革

や交付税制度など，国の地方財政対策が不透明であり，更には岡山県の財政危

機など，本市を取り巻く財政状況は，今後も予断を許さない状況です。 

 そうしたことから，今後においても，笠岡市が将来にわたって安定した市政運営

ができるよう市民の皆さんと一緒に考えながら，財政基盤の確立に努めていきたい

と考えています。 

 



 歳出決算額は，普通建設事業費の影響を大きく受けますが，財政健全化により近年の普

通建設事業費は低水準となっています。（Ｈ１９決算で大きく減少しているのは，干拓関係の

費用が補助費等に変更されたことによるものです。）人件費はＨ１０をピークに減少，扶助費は

Ｈ１２の介護保険制度への移行により減少しましたが，その後は増加しています。 公債費は

Ｈ１４がピーク（Ｈ１１は繰上償還あり）で，繰出金は，国保会計や下水道会計などへの特別会

計への経費が嵩み，近年は増加傾向となっています。 

普通会計とは・・   

本市の場合，一般会

計と住宅資金貸付会

計，へき地診療会計

及び相生墓園会計を

まとめたものです。 

 本市は，これまで，公共事業や積極的な単

独普通建設事業を実施し，また，福祉と教

育に重点をおいた施策を展開してきました。

そうした社会資本整備のために借入れた償

還金をはじめとする公債費などの義務的経

費に対し，歳入の市税等一般財源は，三位

一体の改革などの影響等により，近年では落

ち込んでいます。 

   

 まず，普通会計決算統計や推計等を用い

て，本市の財政状況を分析します。 

（Ｈ１８までは決算，Ｈ１９は決算概要，Ｈ２０は

決算見込み。市税には，減税補てん債・地

方特例交付金を，地方交付税には，臨時財

政対策債を含みます。） 

①財政状況 

①歳出決算額の推移 歳出決算額とその主な経費の推移 
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歳出決算額の推移

0

40

80

120

160

200

240

280

億円

うち繰出金 22.6 19.5 19.6 20.7 22.5 25.6 28.0 28.4 30.3 30.1 28.9 29.0 30.4

うち公債費 25.2 28.0 30.5 32.8 35.2 33.5 33.9 35.1 34.2 31.2 29.6 26.4 27.2

うち扶助費 23.2 23.3 24.6 26.2 26.9 19.9 21.9 22.8 23.9 26.2 26.1 26.6 26.6

うち人件費 49.5 48.6 49.0 52.4 51.1 48.5 47.9 43.1 44.4 40.7 36.2 35.9 35.4

うち普通建設事業費 79.3 53.1 66.8 53.8 42.4 39.2 37.7 48.2 35.0 24.5 22.5 24.1 18.9

義務的経費 97.9 99.9 104.1 111.4 113.2 101.9 103.7 101.0 102.5 98.1 91.9 88.9 89.2

歳出決算額 265.8 237.0 258.8 255.4 260.0 240.5 244.2 247.4 235.8 220.1 215.3 205.0 207.3

Ｈ７ Ｈ８ Ｈ９ Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９



 市が地域の行政需要を満たすため，任

意に実施する単独事業費は，Ｈ９をピーク

に縮小しています。Ｈ９までに借り入れた市

債の返済が，まだ続いているのが現状で

す。 

 普通建設事業費は，国の補助金を受けて

実施する補助事業費と，補助金を受けず市

独自で事業を行う単独事業費，そして県営

事業負担金の３種類に区分できます。これら

の内訳は，下表のとおりです。 

 歳出決算額に対して，歳入では，財源として工面した特定財源を差し引いた額の一般財源を調達しなければなり

ません。一般財源の代表的なものは市税，地方交付税であり，この二つで一般財源の８～９割を占めます。これら歳

入一般財源の推移は，次のとおりです。主な歳入一般財源はＨ１１をピークに減少しています。歳出必要一般財源と

の差は，土地売払収入や財政調整基金繰入金等で賄わなければなりません。 

②普通建設事業費の内訳 
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図や写真の説明を記

入します。 

歳入一般財源の推移

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

億円

諸税 10.3 9.7 12.3 11.3 11.0 13.7 13.1 9.7 10.1 12.0 12.6 14.5 10.2

地方交付税本来分 61.8 57.4 62.5 66.5 76.7 76.3 76.6 77.8 82.0 74.1 68.9 62.5 59.7

市税本来分 84.8 88.9 84.2 84.9 83.0 80.4 80.1 76.7 73.4 74.5 78.7 76.0 80.5

歳出必要一般財源 164.0 159.2 163.0 168.5 174.0 171.0 175.9 172.2 171.5 163.7 162.3 154.1 154.2

主な一般財源合計 156.9 156.0 159.0 162.7 170.7 170.4 169.8 164.2 165.5 160.6 160.2 153.0 150.4

Ｈ７ Ｈ８ Ｈ９ Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９

普通建設事業費の内訳

0

20

40

60

80

100
億円

合計 79.3 53.1 66.8 53.8 42.4 39.2 37.7 48.2 35.0 24.5 22.5 24.1 18.9

県営事業負担金 4.9 3.6 3.0 2.9 3.4 3.3 2.9 2.3 2.2 1.9 2.1 2.1 1.6

単独事業費 43.1 29.7 44.5 34.5 27.0 26.2 20.8 24.4 25.4 12.2 11.6 12.5 10.6

補助事業費 31.3 19.8 19.3 16.4 12.0 9.7 14.0 21.5 7.4 10.4 8.8 9.5 6.7

Ｈ７ Ｈ８ Ｈ９ Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１8 Ｈ19

③歳入一般財源の推移 



 これらの基金の取崩額は次のとおりです。Ｈ７

までは普通建設事業費と比例して取崩額が多

くなっていましたが，近年では交付税等の減収

のために取崩額が多くなってきています。 

 「財政健全化計画」の実施により，当初の

目的の１５億円（標準財政規模の１１％）を達

成していますが，今後は減少していく見込み

なので注意が必要です。 

 行政需要に対し，歳入が不足する場合，

財政調整基金に減債基金，義務教育基金，

公共施設基金を加えた財源調整４基金を取

り崩すことで財源調整をしてきました。 

 財政調整基金，財源調整４基金及び基金

全体の残高の推移は次のとおりです。Ｈ１５で

財源調整４基金は，財政調整基金以外は残

りわずかとなりました。 

④基金での財源調整 

⑤基金残高の推移 
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0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

億円 基金残高の推移

財政調整基金 1.0 4.1 8.7 7.9 9.8 12.8 14.6 12.4 9.2 9.6 13.9 15.7 15.4

財源調整４基金合計 16.4 16.1 20.2 16.4 17.6 18.8 16.7 12.7 9.5 9.9 15.2 17.0 16.4

基金全体合計 29.2 28.1 28.9 25.1 26.1 27.1 24.2 19.4 14.5 14.5 24.0 26.8 26.7

Ｈ７ Ｈ８ Ｈ９ Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９

0

3

6

9

12

15

億円
基金での財源調整の推移

財政調整基金 4.0 0.0 0.0 3.4 0.0 0.0 2.0 5.0 6.3 3.4 0.0 1.0 4.0

財源調整４基金合計 12.3 3.7 1.4 6.5 2.9 1.8 5.9 6.8 6.3 3.4 0.0 1.0 4.3

Ｈ７ Ｈ８ Ｈ９ Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９



 社会資本整備等に伴い，市債を発行して

きましたが，それは，後年度に公債費という

借金返済につながります。これらの推移を示

すと下表のとおりです。 

 Ｈ１０までの市債発行額の累増により，公債

費は高水準が続いています。Ｈ１１以降は建

設地方債発行額を制限するなどにより市債

発行額を調整していますが，特例地方債

（国の制度により，市税や普通交付税から市

債に振り替わった）発行額の割合はＨ１３以

降，大きくなっています。市債残高は，財政

健全化計画により，建設地方債発行額を制

限したことから，Ｈ１６から減少しています。 

 今後も，将来を見据えた適切な市債の管

理を行う必要があります。 

や公債費に代表される毎年度支出せざるを得

ない経費の割合。この割合が低いほど社会資

本整備や新たな市民サービス等に使える財源

的余裕があり，財政の弾力性が高いことを意味

しています。 

 公債費比率，起債制限比率は，ともにＨ１１が

ピークで，なだらかに減少しています。経常収

支比率は，退職金の増などから，今後も高い水

準が続くことが予測されます。 

 公債費比率は，市税・地方交付税等の規

模に対する公債費の占める割合です。起債

制限比率は，公債費比率の分母・分子から

交付税算入分をそれぞれ減じたもので，  

１５％を超えると要注意とされています。 

 経常収支比率は，市税収入のように毎年

度入ることが予定できる収入に対し，人件費

⑥公債費と市債発行額等 

⑦財政指標の推移 

記事の見出し 

望ましい財政指標と

は・・ 

公債費比率１５％以下 

起債制限比率１０％以

下 
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公債費等の推移

0

12

24

36

48

60

億円

0

60

120

180

240

300

市債発行額(特例地方債) 3.9 4.6 3.5 3.1 0.8 0.8 3.5 6.5 11.9 9.0 7.0 6.1 4.9

市債発行額(建設地方債) 33.2 20.0 32.6 26.4 17.4 16.6 13.6 19.1 16.9 8.2 6.7 9.7 7.7

公債費 25.2 28.0 30.5 32.8 35.2 33.5 33.9 35.1 34.2 31.2 29.6 26.4 27.2

市債残高 248.1 256.8 274.3 282.6 276.5 270.5 263.0 261.9 264.1 257.1 247.3 242.4 233.1

Ｈ７ Ｈ８ Ｈ９ Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９

財政指標の推移

9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29

％

50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

起債制限比率 12.2 12.8 13.8 14.3 14.5 14.0 13.6 13.1 12.7 12.1 11.4 10.2 9.4

公債費比率 15.7 17.7 18.9 19.2 19.9 18.7 18.9 19.6 19.0 18.2 15.9 14.4 14.7

経常収支比率 84.4 88.4 88.0 89.9 87.6 86.2 90.1 94.8 92.2 89.4 85.3 90.5 92.1

Ｈ７ Ｈ８ Ｈ９ Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９



中期財政見通し 

 複雑･多様化している社会情勢や頻繁な財政制度の変更の中で，将来を正確

に推測することは困難なことですが，一定の条件のもとで中期的な見通しを立て，

それに基づいて財政を運営していくことは，安定した行政サービスを提供していく

上で，大変重要なことです。 

 将来の見込みは，現状を正確に把握した上で，できるだけ多くの情報を収集･分

析し，より近似値となるよう推計することが大切です。 

 したがって，収支の見通しは，毎年度の実績に基づいて毎年ローリングを行い，

新たな情報を加えながら，将来の動向を正確に把握し，その対策を検討すること

とします。 

③歳出推計方法 

・人件費は，定員適正化計画の数値を基に推

計。 

・扶助費は担当課積み上げをベースにしてい

ます。 

・補助費等は，病院会計補助金を積み上げ，

見込額を推計しています。 

・普通建設事業費は平成１９年度事

務事業評価結果と担当課に対する

ハード事業調査に合わせ，その他

の事業は平成２０年度と同額を見

込んでいます。 

・公債費は歳入の市債見込額によ

り推計。（起債の利率は，２.０％を

見込んでいます）      

・投資及び出資金，貸付金は病院

会計分を積み上げています。 

・繰出金は，担当課積み上げとしま

す。 

・推計は，あくまで現行の地方財政制度を前提

としており，各種制度改正や国の今後の財政

状況の変動要因は想定していません。 

・財政見通しは計画的な財政運営を進めるた

めの目安であり，今後の予算編成にあたって

は，その時点での制度改正や地方財政対策

等を踏まえ，具体的に内容を定めることとなりま

す。  

・期間は，平成２０年度から平成２２年度の３年

間で，普通会計が対象。 

・財源不足の実態を把握するために，平成２

１～２２年度は，財政調整基金の取崩をしな

い。また，平成２０年度の決算剰余金は，繰

越金使用はしない。(基金の残高について

は，計算上，当該年度の収支推計がマイナ

スになった場合，その半額を控除していま

す。） 

＊詳細な設定条件は，別冊 資料編に記載

しています。 

①基本的事項 

②歳入推計方法 

・市税には，地方特例交付金を含む。地方

交付税には，臨時財政対策債を含む。 

・市税と諸税は，現在の経済情勢や平成２０

年度当初予算から，それぞれの税目ごとに

推計。 

・普通交付税の基準財政需要額は，個別算

定経費（事業費補正・公債費除く）＋包括算

定経費を２.７％減としている。基準財政収入

額は，算入科目の市税等と連動。現行制度

の臨時財政対策債は，平成２０年度以降も

継続されるものとして据え置いています。 

・国県支出金は，扶助費と普通建設事業費

については歳出連動で推計。その他につい

ては，原則として平成２０年度ベースとしてい

ます。 

・市債は，事務事業評価のハード事業にあわ

せ，推計を行っています。 

・その他の歳入は，歳出に連動するものを除

き，原則として平成２０年度ベースで推計。 

地方特例交付金と

は・・恒久的な減税

に伴う減収額の一部

を補てんするため，

地方税の代替えとし

て 交 付 さ れ て い ま

す。 

 

臨時財政対策債と

は・・地方に必要な

普通交付税に対し

国税が不足するた

め，その代替えとし

て発行される特例地

方債。 
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                                                    中期財政見通し 

④中期財政見通し（普通会計：推計は平成２０年９月現在） 

１  歳  入       （単位：千円）  

区        分 Ｈ１９決算 伸率％ Ｈ２０見込 伸率％ Ｈ２１推計 伸率％ Ｈ２２推計 伸率％ 

市税 8,048,483 5.8 8,018,529 △ 0.4 7,869,180 △ 1.9 7,749,180 △ 1.5 

地方譲与税 284,585 △ 59.5 278,892 △ 2.0 253,300 △ 9.2 253,300 0.0 

利子割～自動車取得税交付金 731,785 26.0 690,384 △ 3.7 652,000 0.0 652,000 0.0 

地方交付税 5,972,412 △ 4.5 6,149,208 3.0 6,302,766 2.5 6,367,968 1.0 

交通安全対策特別交付金 12,593 △ 1.7 11,434 △ 9.2 11,000 △ 3.8 11,000 0.0 

分担金及び負担金 534,951 △ 7.9 531,800 △ 0.6 527,900 △ 0.7 527,400 △ 0.1 

使用料 364,239 3.4 358,842 △ 1.5 360,868 0.6 359,868 △ 0.3 

手数料 177,441 6.7 159,090 △ 10.3 155,838 △ 2.0 168,184 7.9 

国庫支出金 1,611,160 14.3 1,773,840 10.1 1,650,636 △ 6.9 1,852,060 12.2 

県支出金 1,059,362 16.9 961,843 △ 9.2 841,392 △ 12.5 873,534 3.8 

財産収入 113,371 0.3 79,300 △ 30.1 79,300 0.0 79,300 0.0 

寄附金 49,764 15.2 40,400 △ 18.8 40,400 0.0 40,400 0.0 

繰入金 566,380 295.2 543,839 △ 4.0 109,350 △ 79.9 38,920 △ 64.4 

繰越金 247,990 △ 5.1 277,920 12.1 0  皆減 0   － 

諸収入 760,585 2.4 741,400 △ 2.5 725,050 △ 2.2 708,718 △ 2.3 

市債 770,700 △ 20.6 900,600 16.9 1,041,105 15.6 1,178,285 13.2 

歳  入  合  計 21,305,801 1.4 21,517,321 1.0 20,620,085 △ 4.2 20,860,116 1.2 

             

２  歳  出         

区        分 Ｈ１９決算 伸率％ Ｈ２０見込 伸率％ Ｈ２１推計 伸率％ Ｈ２２推計 伸率％ 

人件費 3,541,022 △ 1.4 3,884,781 9.7 3,716,510 △ 4.3 3,675,908 △ 1.1 

物件費 2,424,318 4.7 2,456,497 1.3 2,465,467 0.4 2,472,192 0.3 

維持補修費 185,371 21.8 186,000 0.3 186,000 0.0 186,000 0.0 

扶助費 2,655,401 △ 0.2 2,715,390 2.3 2,743,848 1.0 2,763,525 0.7 

補助費等 3,344,199 15.5 3,449,666 3.2 3,478,730 0.8 3,489,377 0.3 

普通建設事業費 1,893,761 △ 21.2 2,424,864 28.0 2,075,881 △ 14.4 2,382,621 14.8 

災害復旧事業費 1,181 △ 93.3 33,690 2,752.7 0  皆減 0   － 

公債費 2,720,744 2.9 2,738,390 0.6 2,735,640 △ 0.1 2,695,015 △ 1.5 

積立金 298,547 95.1 18,453 △ 93.8 68,831 273.0 122,001 77.2 

投資及び出資金 180,770 29.7 184,069 1.8 202,015 9.7 180,036 △ 10.9 

貸付金 447,237 △ 28.1 450,000 0.6 450,000 0.0 450,000 0.0 

繰出金 3,037,733 4.6 2,907,393 △ 4.3 2,823,788 △ 2.9 2,699,172 △ 4.4 

歳出合計 20,730,284 1.1 21,449,193 3.5 20,946,709 △ 2.3 21,115,847 0.8 

         

３  収  支         

区        分 Ｈ１９決算   Ｈ２０見込   Ｈ２１推計   Ｈ２２推計   

歳入歳出差引額 575,517   68,128   △ 326,624   △ 255,731   

         

         

４  財政調整基金残高         

内      訳 Ｈ１９決算   Ｈ２０見込   Ｈ２１推計   Ｈ２２推計   

当該年度末残高 1,538,031   1,411,876   1,251,564   1,126,699   
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                                                        中期財政見通し 

・今後の歳入については，市税収入は，税制

改正が落ち着いたことから，人口減や固定

資産税の評価変えなどで，微減していく見込

みです。諸税はあまり変化しないと考えられ

ますが，地方譲与税は，現時点で道路特定

財源の行方がはっきりしていないことから，平

成２１年度は， ９．２％減としています。地方

交付税は，公債費算入の額が増えることか

ら，平成２０年度より，若干増額となることが

予想しています。その結果，一般財源として

確保できる総額は平成１９年度並と推計して

います。 

・一方，歳出については，普通建設事業費

は学校耐震化事業，高潮対策事業，さらに

は道の駅新設事業と，平成１９年度に比べ，

高い水準で推移していくと考えられます。 

・公債費は財政健全化の取組により平成１５

年度から減少に転じましたが，扶助費，補助

費等は増加傾向です。人件費は定年退職

手当により年度間の増減が著しい。 

・収支では，平成２０年度以降の執行段階で

の節減努力を前提としても，平成２１年度は

約３億２,７００万円，平成２２年度は約２億５,６０

０万円それぞれ赤字となります。 

・今後の財政運営は，地方交付税の動向と

普通建設事業の増減，そして退職手当に大

きく影響されます。地方交付税は依存財源

であり，新たな交付税改革が始まっているこ

とから，今後の動向によっては大きく減少す

ることも考えられるので注意が必要です。普

通建設事業については，平成２２年度は，市

債の見込額（臨時財政対策債を含む）が目

標数値である１５億円を超過していることか

ら，事業を選択・集中化する必要がありま

す。定年退職手当については，「退職手当

準備基金」を創設したことにより年度間の負

担の平準化が図っていますが，毎年度の基

金への積立自体が多額の金額になることか

ら，高負担をしばらくの間は続けなければな

らない状況です。 

・財政調整基金残高が平成１９年度末で，目

標の約１５億円を維持できたのは，全庁を挙

げて財政健全化計画に取り組んだ結果によ

るものです。しかし，推計による平成２１年度，

２２年度の赤字額は財政調整基金残高の３

割を超える額となっており，引き続き，前例に

とらわれない徹底した見直しを継続していく

必要があります。 

 

⑤平成２０年度から２２年度の見通し 

見通しのポイント 
 

・三位一体の改革以降，

国の厳しい財政状況な

どにより，市税収入や地

方交付税などの歳入の

増加は期待できない。む

しろ長期的にみると人口

減から，税収も交付税も

減っていく。 

・一方，歳出は高齢者人

口の増加などによる扶

助費の増や耐震化事業

への着手など，各年度と

も歳入を上回る歳出が

見込まれる。 
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財政運営適正化計画 

  行政改革大綱目標 財政運営適正化計画 H１９決算速報値 

起債制限比率 ９.５％未満 １０.０％未満 ９.４％ 

公債費比率 １５.０％未満 １５.０％未満 １４.７％ 

経常収支比率 ８５.０％未満 ９０.０％未満 ９２.１％ 

実質公債費比率 １８.０％未満 １８.０％未満 １７.４％ 

 財政運営の適正化は，単に市民の皆様へ

のサービスを一律に削減し，サービス水準を

下げることにより，収支を均衡させ，財政危

機を回避するだけの取り組みで，完結するも

のではありません。 

 本市においては，平成１５年に地方の行財

政システムが著しく変わっていくことを予見

し，「財政健全化計画」を策定，市民の皆様

の協力の中で，全職員が一丸となって，市の

将来の負担となる債務の圧縮と今後の安定

的な財政運営のための基金の積み増しに，

一定の成果を残してきたところです。これ

は，歳入に合わせた歳出構造の改革と行政

サービスの評価システムが機能し始めたこと

を意味しています。 

 今回の計画の見直しは，今後も市民の皆

様へのサービス水準を確保するため，市政

に関係する者すべてが，改革に伴うさまざま

な努力を行い，自律した基礎的自治体とし

て将来の笠岡市の発展に寄与するための基

盤を確立することが最大のねらいです。  

 自治基本条例の制定に伴い，真の地方自

治の姿を追求するとともに，今後実施すべき

投資的事業や新たな市民ニーズに柔軟に

対応できるよう，中・長期にわたって安定的

で弾力的な財政基盤を確立し，将来のまち

づくりの指針となる「笠岡市振興計画」に掲げ

る５つの基本理念と「みんなで築く生活元気

都市」の実現を目指すことが目標です。  

 豊かな自然環境や文化，安全で安心な暮

らしを実現し，“誰もがずっと笠岡に住み続け

たいと願うまちを創っていくための事業”を選

び，限られた行財政資源を重点的かつ集中

化してまちづくりを推進します。  

・財政指標については，数値目標を次のとおりとします。 

 ・財政運営適正化計

画 

計画は,平成20年度か

ら22年度までの３年間 
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（１）計画期間                    

 平成２０年度から平成２２年度までの３年間

とします。（中期財政見通しについては，毎

年度ローリングを行います）   

（２）内  容     

・財政調整基金を取り崩さなくとも収支が均

衡するゆるぎない財政体質を確立します。そ

のため，歳入規模に見合った歳出構造への

転換をさらに推進し，社会情勢の変化に柔

軟に対応できる財政基盤を目指します。  

 ただし，国の地方財政対策の状況によって

は，財政調整基金の取り崩しはやむを得な

いものと考えます。財政調整基金の残高を

減らさないという考えで，地方交付税等が推

計値以上の落ち込みの場合，前々年度の

決算剰余積立額までを上限として取り崩せる

ものとします。 

・施策評価に予算を連動させ，前例踏襲を

打破し，すべての事務事業の重

点化，効率化を図ります。  

・財政調整基金の残高は，標準

財政規模の１０％は最低必要と

されており，本市の場合，その

額は １４億円となります。当面，

中期的な目標額として，１５億円

を維持します。   

・今後，歳入一般財源の減少が

続く状況下にあって，経常収支

面での財政健全化は困難と予想されます。

また，平成２１年度以降の財源不足は，単年

度の取組では解消が困難です。このため，

ローリング方式による見直しを行いながら，継

続的な改善の取組を行っていくこととします。

①基本的な考え方 



  
（１）人件費の抑制 

  

  Ｈ２０削減目標額 １,２５０万円 

  ・組織機構改革の見直し 人員配置の見直し，職員の職種変更 

  ・給料表の見直し Ｈ１８給与構造改定（定期昇給の圧縮） 

  ・人員の削減 Ｈ１６～１８年度退職者不補充 中期見通し反映済み  

  ・住居手当の見直し 同居家族への支給廃止，定額部分の廃止等 

  ・通勤手当の見直し 国公に準じる 

  ・時間外勤務手当の削減 対前年度の３％削減を目標 

  ・管理職員特別勤務手当の削減 対前年度の３％削減を目標（振替優先） 

  ・特殊勤務手当の見直し 各種手当の見直し及び年末年始手当の廃止 

    

                        

  

  
（２）内部管理経費の削減 

  

  Ｈ２０削減目標額 １,８４０万円 

  ・嘱託職員の見直し 賃金の見直し 

  
・臨時職員の見直し 

パート化 

  人材派遣の活用 

  ・旅費の見直し 宿泊料の引き下げ 

  ・需用費，役務費の削減 見込額の２％削減を目標，ペーパーレス化の推進 

  ・庁舎等維持管理費の削減 委託仕様書の内容見直し 

  ・特別会計繰出金の削減 見込額の１％削減を目標 

  ・一部事務組合負担金の削減 見込額の１％削減を目標 

  ・病院会計補助金の見直し 繰出基準の見直し 

  ・補助事業，起債事業事務費の見直し 人件費を最大限設定し，残りの一部をコピー代等へ 

  ・公会計制度による財務諸表の作成 
発生主義・複式簿記などの企業会計手法を導入する

ことにコストを削減する。 

  ・行政や事務処理の効率化 消耗品費等の部又はフロアー単位での一括管理 

                        

  

  
（３）施策の見直し 

  

  Ｈ２０削減目標額 ８７０万円 

  ・予算措置と施策評価の連動 
予算措置を施策評価により,優先順位付けを行い,事

業の集中と選択を加速させる。 

  ・費用対効果の検証 事務事業評価の中で，費用対効果の検証を行う。 

  ・公共工事コスト縮減の推進 平成２１年度までに１０％以上の縮減 

  

・入札制度の見直し 

制限付き一般競争入札の実施件数の増 

  高落札率入札調査制度の運用及び郵便入札の拡大 

  随意契約方法の見直し 

                                                財政運営適正化計画 

②具体的な方策 
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・民間委託の推進 

市の果たす役割を再点検し，民間でできるものは民

間に委ねる 

  指定管理者制度の拡大 

  
・補助金の見直し 

団体への運営補助から事業補助への転換・補助率設

定 

  個人への補助金の市税等完納条件の導入 

  ・各種協議会負担金，年会費の見直し 加入の必要性を再点検し，脱退・退会等を検討 

  ・債務負担行為の抑制 制度化されている利子補給制度等の再検討 

  ・単市扶助費や給付事業の見直し 所得制限の導入，基準の再検討 

  ・新たな社会資本整備手法の検討 ＰＦＩ等，民間資金の活用や経営手法の導入を図る 

  ・市民ボランティア活動との連携強化 
市民参加の意欲の向上と協働によるまちづくりを推

進する 

  ・イベント事業の見直し 委託料から補助金への移行又は廃止を検討 

  ・各種審議会の見直し 事業・事案内容から，統合等合理化を図る 

                        

  

  
（４）市債借入額等の抑制 

  

  Ｈ２０削減目標額 ２,０００万円 

  
・市債借入額の上限設定 

市債の借入額を，財源対策債を含み，上限を１５億

円に設定（事務事業評価時では，上限を１４億円に

設定）   

  
・政府債の繰上償還及び借換 高金利の政府債繰上償還及び借換を積極的に行う。 

  

  
・下水道事業会計への繰出金上限設定 

繰出金の上限を１３億円に設定かつ起債の発行を６

億円以内に制限。   

  

  
（５）収入の確保 

  

  Ｈ２０増収目標額 ６４０万円 

  ・市税現年収納率の向上 見込額の０.１％増額を目標 

  ・滞納繰越額の徴収強化 見込額の３％増額を目標 

  
・公有地の積極的な売却 

未利用地の適正処分を行う 

  割賦制度の導入により，貸付物件の売却を図る 

  
・市施設利用率の向上 

運用の見直し，創意工夫により増収対策を行う 

  笠岡総合スポーツ公園の集客対策の検討 

  ・企業誘致，産業政策の見直し 新たな工夫，体制，政策の創設 

  ・広告料等の新設 新たな広告媒体の検討 

  ・ふるさと納税制度の推進 ＰＲに努め，新たな収入源とする 

  ・受益者負担の適正化 使用料・手数料の見直し 



                                                    財政運営適正化計画 

 中期財政見通し（７ページ）によれば，税

収・地方交付税等の一般財源総額は，今後

も平成１９年度決算ベースで推移していく見

込みです。一方，貯金にあたる財政調整基

金は，平成１５年度から財政健全化に取り組

んだ結果，平成１９年度末までに，約６億１千

万円増加しています。この間の地方交付税

の削減額は，三位一体の改革により，約２０

億円も減少していますので，全庁を挙げての

健全化への取組が具現化し，さらには平成１

８年度開始の第５次行政改革大綱の数値目

標も公債費関係については，すべて達成し

ていることからも，この間の財政の健全化に

対しては，一定の評価ができる結果となって

います。 

  しかしながら，前述の三位一体の改革によ

り，地方交付税のみならず，国庫補助・負担

金の削減が行われ，結果的に地方自治体の

破綻が現実のものとなったことから，地方財

政の状況の把握や健全化の手法が急速に

見直されています。 

 平成１９年６月には，「地方公共団体の財政

の健全化に関する法律」が公布され，地方

自治体には，新たな指標の公表が義務付け

られました。実質赤字比率，連結実質赤字

比率，実質公債費比率，将来負担比率の４

つの指標により，従来からの普通会計ベース

のみならず，公営企業や土地開発公社まで

を含めた財政判断指標を算定し，健全化基

準や再生基準により、財政の健全化・再生に

取り組むことが要求されています。 

 また，現金主義・単式簿記を特徴とする現

在の地方自治体の会計制度に対して，発生

主義・複式簿記などの企業会計手法を導入

しようとする公会計制度改革も進んでおり，地

方財政を分析する統計手法も，大きく変わろ

うとしています。 

 こうした流れは，財政状況の開示のみなら

ず，行政コストに対しても大変厳しい基準が

設けられることを意味しており，これまで以上

に，職員の一人ひとりが意識を改革し，行政

コストについて厳しく認識するとともに，常に

市民の目線で事業の目標，成果，効率等を

精査していくことが必要です。職員全員が，

施策立案者であり，税の執行者であることを

自覚し，地域との協働の視点を大切にし，施

策実現に向けて懸命の努力をしていくことが

重要です。 

 高度経済成長期やバブル経済期といった

税収が豊かな時代において，行政は市民

ニーズの高度化・多様化に応え，サービスの

質的・量的な拡充を図り，その結果，行政が

担う分野や役割が拡大してきました。その背

景には，市民ニーズにできる限り応えていくこ

とが「行政の望ましいあり方」であるという考え

方が存在していました。  

 しかしながら，現下の厳しい地方財政制度

や今後の経済情勢を考えたとき，公共の多く

を行政が一律に担うといった従来の行政の

スタイルを維持することは困難となっていま

す。また，自治基本条例のもとで自立した自

治体運営を行うとき，民間と行政との役割分

担，あるいは市民と行政との役割分担等に

ついて考え，常に協働のスタンスで前進する

ことが求められています。 

 こうした中で，社会・経済の成熟化をはじ

め，少子・高齢化の進展や地球規模での環

境問題への対応，個性的で魅力あるまちづ

くりの推進など，本市に地域として課せられた

新たな課題も多くあります。 

 協働とは，市民と行政がそれぞれの特性を

認め合い，信頼の輪で結ばれた対等な関係

で，それぞれの役割を果たしながら共通の

目的に対して連携・協力して取り組むことを

言います。行政は協働を単なる行政の下請

けと考えるのではなく，市民活動団体が主催

者である市民の自治活動として広がるよう共

に考えていく必要があります。 

 これまで行政の果たすべき役割が明確に

議論されずにきましたが，こうした状況を契

機として，「笠岡市が果たすべき役割」を原

点から見直すとともに，民間・市民との役割

分担を明確にし，それぞれが連携・協働を進

めていくことが，さらに必要となっています。こ

のような考え方から，今回の見直しの財政計

画では，初めて，施策評価に予算を連動さ

せることの試行を開始します。２１世紀のゆる

ぎない笠岡づくりを進めるためには，この計

画で示した考え方や項目を確実に実行し，

さらに創意工夫を加えながら，新しい笠岡市

の行財政システムを構築していくことが必要

です。 

③計画実現のために 
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・財政健全化計画 

平成15年度から行われ

た財政健全化計画によ

り公債費関係の数値は

改善し，普通会計ベース

の財政状況は健全化し

たといえます。 

 

・新たな財政指標，制

度改革 

今後は，特別会計，企業

会計，土地開発公社な

ど，すべての会計を連結

した財務状況が重要と

なってきます。財政健全

化法による健全化判断

比率や民間の統計手法

に準じた公会計制度改

革などです。 

 

・行政が果たすべき   

役 割    

「市でなければ提供でき

ないサービスとは何か」

「市民が安心して安全に

暮らすには何をするべき

か」などを改めて考え，

市民の自主的・主体的

な活動や民間活力の導

入を基本としながら，全

ての事務事業について

行政の責任領域を明確

化し，民間・市民と行政

との適切な役割分担を

行うことが必要です。  

近年では，ボランティア

やＮＰＯ法人など，多様

な主体が「公共」を担う

活動を積極的に行って

います。今後は，個人や

家庭，地域コミュニティ

が共に助けあい，支え

合っていける地域社会を

形成していくことが大切

です。 

 



（単位：千円） 

 項      目 Ｈ２０収支 Ｈ２１収支 Ｈ２２収支 

 計画実施前の収支見通し（中期財政見通し） 68,128 △ 326,624 △ 255,731 

 負担調整 0 0 0 

 再計算収支見通し 68,128 △ 326,624 △ 255,731 

 具 

 

体 

 

的 

 

方 

 

策 

①人件費の抑制 12,500 23,000 16,000 

 ②内部管理経費の削減 18,400 54,000 54,000 

 ③施策の見直し 8,700 26,000 26,000 

 ④市債借入額等の抑制 20,000 60,000 194,000 

 ⑤収入の確保 6,400 19,000 17,000 

 調整 △ 128 624   

 小計 65,872 182,624 307,000 

 計画実施後の収支見通し 134,000 △ 144,000 51,269 

②財政指標 

財政指標の推移

8

10
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16

18

20

22

24

26

28

％

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

起債制限比率 13.6 13.1 12.7 12.1 11.4 10.2 9.4 9.2 9.5 9.7

公債費比率 18.9 19.6 19.0 18.2 15.9 14.4 14.7 14.9 15.1 15.0

経常収支比率 90.1 94.8 92.2 89.4 85.3 90.5 92.1 93.8 92.5 91.8

Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２

①計画実施後の収支見通し 

 中期財政見通しの普通建設事業費や市債借入額等による財政指標の今後の見込みは，次のとおりです。 

 公債費比率，起債制限比率ともに，計画の目標付近で推移する見込みです。経常収支比率は，退職金が膨らむこ

となどから，今後は上昇傾向が続きますが，「財政運営適正化計画」により経常経費を削減した場合，その額に応じて

指数が減少します（約１億３,４００万円削減により１％の減少）。引き続き，徹底した経常経費の節減が必要です。 

 具体的方策を実施した結果，効果額を推計できる項目について，計画実施後にど

うなるか試算しました。 

 平成２１年度の残る赤字見込額は，項目に記載されていない具体的方策や，事務

事業全般にわたる見直しと縮減額によって解消しなければなりませんが，国の地方財

政対策は今後大きく変わることが予想され，次回のローリングにより再度検討すること

とします。（Ｈ２０収支欄 具体的方策効果額は，平成２０年１０月～平成２１年３月の積算） 
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 公債費と市債残高の見込みは，次のとおりです。国の制度により，市税から振り替わった減

税補てん債と，普通交付税から振り替わった臨時財政対策債の割合は，近年，急激に増え

ています。参考に，これらを除いたものを（建設地方債等）で示します。 

 減税補てん債と臨時財政対策債を除いた建設地方債等は，今後，減少していく見込みで

す。しかし，公債費全体では，減少幅は小さくなり，平成１９年度以降，増加に転じています。

なお，これらの起債に係る元利償還金は，普通交付税により全額補てんされます。（Ｈ１９から

Ｈ２１まで，公債費が増えるのは，公的資金の補償金免除繰上償還の影響も大きな要因と

なっています。） 

 人件費は，年度により退職者数やそれに伴う退職手当額に，ばらつきがあるので，総額だけの比較では削減努力

等がわかりにくくなっています。退職手当以外の人件費では，定員適正化計画や独自削減策等により３２億円台で

推移していく見込みです。 

④人件費 
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③ 公債費と市債残高 

公債費等の見込み

20

24

28

32

36

40

億円

0

60

120

180

240

300

公債費 33.9 35.1 34.2 31.2 29.6 26.4 27.2 30.8 33.7 26.9

公債費(建設地方債等) 33.0 33.9 32.3 30.0 29.3 24.2 24.2 27.2 29.7 22.5

市債残高 263.0 261.9 264.1 257.0 247.3 242.4 233.1 224.5 228.1 210.5

市債残高(建設地方債等) 244.5 237.7 228.8 213.5 198.0 188.6 176.7 166.3 158.4 149.8

Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２

財政運営適正化計画実施後の財政状況 

人件費の見込み

0

10

20

30

40

50

60

億円

人件費合計 47.9 43.1 44.4 40.7 36.2 35.9 35.4 38.8 37.2 36.8

うち退職手当 6.3 3.7 6.2 5.3 2.4 3.3 3.0 6.2 4.6 4.1

うち退手以外人件費 41.6 39.4 38.2 35.4 33.8 32.7 32.5 32.7 32.6 32.7

Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２



 起債制限比率の算定基礎に加え，公営企

業債（特別会計，企業会計）の元利償還に

対する繰出金や，減債基金の積立状況を加

味して算定されています。財政健全化判断

指標の一つです。 

平成１９年度の実質公債費比率は，１７．４％

（速報値）のため，起債協議団体となる見込

み で す 。 実 質 公 債 費 比 率 が 昨 年 度 の    

 将来負担比率は、税収や交付税収入などを基にした財政規模に対し，将来負担する負債の

割合を示す指標です。３５０％に達すると，国から早期健全化団体に指定され，健全化計画の

策定や外部監査が義務付けられます。こちらも財政健全化判断指標の一つです。 

⑤実質公債費比率 実質公債費比率と将

来負担比率・・ 

実質公債費比率の  

早期健全化基準は    

２５％，一方，将来負

担 比 率 の 方 は ，   

３５０％です。本市

は，いずれの数値も

クリアしています。 
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⑥将来負担比率 

将来負担比率の推移

0

50

100

150

200
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％

将来負担比率 128.9 126.0 124.1 120.3 116.9 112.8

早期健全化基準 350 350 350 350 350 350

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４

実質公債費比率と将

来負担比率について

は，平成２４年度まで

を推計しています。 

財政運営適正化計画実施後の財政状況 

２２．７％から急激に下がったのは，算定方式

が変更されたことによるもので，実際に返済

していく公債費等が大きく減少したということ

ではありません。  

 本市の場合，財政運営適正化計画により，

起債の発行制限と下水道事業会計への繰

出金の制限をしているので，実質公債費比

率は，今後も１８％を下回ると推計していま

す。 

実質公債費比率の推移

8
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16
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28

％

実質公債費比率（単年） 25.0 18.6 17.2 16.5 18.6 18.7 16.5 15.7 13.5

実質公債費比率 24.5 22.7 17.4 17.4 17.9 17.9 16.9 15.2

早期健全化基準 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0

Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４
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歳    入    関    連

一 般 財 源
使い道が特定されず，どのような経費にも使用することができる財源。代表的なも
のは，市税，地方交付税など。

特 定 財 源 国県支出金，使用料，手数料など，使途が特定されている財源

市 税 市民税，固定資産税，軽自動車税など，市の行政サービスの基本的な財源

地 方 交 付 税
地域によって地方税収入に差があるため，標準的な行政を行うために国から国税の
一部が交付される。普通交付税と特別交付税がある。

諸 税
地方譲与税，利子割・地方消費税・ゴルフ場利用税・自動車取得税交付金，交通安
全対策特別交付金を，便宜上ひとまとめにした呼び方。

市 債
地方公共団体が資金調達のために借り，その返済が一会計年度を超えて行われる借
金

建 設 地 方 債 市債のうち，公共施設の建設事業などの財源とするために発行されるもの。

特 例 地 方 債 市債のうち，赤字を補てんしたり，財源補てんする目的で発行されるもの。

臨 時 財 政 対 策 債
地方に必要な普通交付税に対し国税が不足するため，その代替えとして発行される
地方特例債

歳    出    関    連

普 通 建 設 事 業 費 土木農林水産施設，教育施設など，公共施設の新増築等の建設経費

繰 出 金 特別会計に対し，収支不足の補てんや繰出基準により支出される経費

公 債 費 市が借り入れた市債の元利償還金及び一時借入金利子の合計額

扶 助 費 各種法令や市単独の施策に基づき，生活保護者・障害者・老人等に対して支給する費用

物 件 費 光熱水費・通信運搬費などの内部管理経費，嘱託・臨時職員給，各種ソフト事業

補 助 費 等 一部事務組合負担金，企業会計への補助金，各種団体への補助金･負担金

義 務 的 経 費 その支出が義務づけられ任意に削減できない経費。人件費・扶助費・公債費をいう。

財  政  分  析  関  連

基 金
特定の目的のために設けられた資金又は財産。いわゆる貯金であり，この基金を取
り崩したものは歳入の繰入金，基金への積立は歳出の積立金の科目で経理される。

決 算 統 計
全国統一基準による最も基本的かつ重要な統計のひとつ。普通会計と公営事業会計
に分けられている。統計結果は地方財政運営や国の施策の基礎数値となる。

標 準 財 政 規 模
地方公共団体の一般財源の標準規模を示すもので，市税と諸税，普通交付税の合計
額等により算出する。笠岡市の場合，約１３４億円です。

経 常 収 支 比 率
人件費，扶助費，公債費等の経常経費に，市税，諸税，普通交付税を中心とする経
常的な一般財源がどの程度充当されているかをみることにより，財政構造の弾力性
を判断するための指標として用いられます。

公 債 費 比 率
借金返済である公債費に必要な一般財源額が，標準財政規模に占める割合。自由に
使える収入が借金返済に使われる割合を示す。１５％を超えると要注意，２０％を
超えると危険とされている。

起 債 制 限 比 率
公債費比率算式の分母分子から，元利償還金のうち普通交付税で補てんされる額を
それぞれ減じた数値で，過去３カ年の平均を用いる。一般的に公債費比率より低い
数値となります。



岡山県笠岡市役所 

 〒714-8601 笠岡市中央町１番地１ 

 

電話 (0865)69-2125 
FAX (0865)69-2190 
  
Email: zaisei@city.kasaoka.okayama.jp 

笠岡市総務部財政課 ◎平成１９年度笠岡市標準財政規模 約１３４億円 

 

 

実質赤字比率とは 

一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率 
・早期健全化基準は１２.９％（イエローカード） 

・財政再生基準は ２０.０％（レッドカード） 

  

連結実質赤字比率とは 

全会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率 

（一般会計＋特別会計） 
・早期健全化基準１７.９％（イエローカード） 

・財政再生基準 ４０.０％（レッドカード） 

  

実質公債費比率とは 

一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対す

る比率 

（一般会計等が負担する公債費が標準財政規模に占める割合） 
・早期健全化基準２５.０％（イエローカード） 

・財政再生基準    ３５.０％（レッドカード） 

  

将来負担比率とは 

一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率 

（一般会計等＋特別会計＋公社会計等すべての会計を含めて計算する） 
・早期健全化基準３５０.０％（イエローカード） 

  
 

◎上記のように, 財政健全化法の４つの指標の中で, 全ての指

標は基準内に収まっています。これは，財政健全化にいち早く

取り組んだ結果によるものですが，引き続き，歳入に見合った

歳出構造の確立など財政運営の適正化に，より一層努める必要

があります。 

 ☆平成２０年度決算から適用される地方公共団体財政健全化法に

おける早期健全化基準等について，笠岡市の平成１９年度決算ベー

スの各比率をお知らせします。 

活力ある福祉都市を 

実現するために 

図や写真の説明を記入します。 

ホームページもご覧ください 
 
http://
www.city.kasaoka.okayama. 

笠岡市の健全化判断基準 

指 標 笠岡市の比率 
早期健全化基準 財政再生基準 

イエローカード レッドカード 

実質赤字比率 － １２．９％ ２０．０％ 

連結実質赤字比率 － １７．９％ ４０．０％ 

実質公債費比率 １７．４％ ２５．０％ ３５．０％ 

将来負担比率 １２８．９％ ３５０．０％ － 


